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【手続補正書】
【提出日】平成20年9月12日(2008.9.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口が形成され、反射面が湾曲状とされた反射部を有するケースと、
　前記ケースの底面に搭載された発光素子を備え、
　前記反射面の湾曲状の区間は、前記ケースの底面に階段状に形成されたオフセット区間
に続いて形成されていることを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記ケースの底面に形成された所定の高さの素子搭載部と、
　前記素子搭載部の側面に一端が埋入され前記発光素子と電気的に接続されるリードと、
を備えたことを特徴とする請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記反射面は、前記底面側の区間が湾曲状に形成され、前記開口側の区間が直線状に形
成されることを特徴とする請求項２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記発光素子の発光部分が、前記反射面の前記湾曲状の区間よりも、前記底面から高い
位置に配置されることを特徴とする請求項３に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記素子搭載部は、前記ケースと一体に形成されることを特徴とする請求項２から４の
いずれか１項に記載の発光装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　前記目的を達成するため、本発明では、
　開口が形成され、反射面が湾曲状とされた反射部を有するケースと、
　前記ケースの底面に搭載された発光素子を備え、
　前記反射面の湾曲状の区間は、前記ケースの底面に階段状に形成されたオフセット区間
に続いて形成されていることを特徴とする発光装置。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　この発光装置によれば、ケースの反射面が湾曲状とされていることから、反射面へ入射
する光を開口方向へ的確に集光することができる。また、この発光装置によれば、湾曲状
の区間がオフセット区間の分だけ底面から離隔していることから、反射面の湾曲形状の成
形が容易である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、上記発光装置において、
　前記ケースの底面に形成された所定の高さの素子搭載部と、
　前記素子搭載部の側面に一端が埋入され前記発光素子と電気的に接続されるリードと、
を備えることが好ましい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　この発光装置によれば、素子搭載部が底面から突出しているので、発光素子から斜め下
方へ出射した光をケースの反射面にて開口側へ反射させることができる。さらに、発光素
子からリード方向へ出射した光を、リードにて開口側へ反射させることができる。リード
にて反射した光は、直接的または反射面を経由して間接的に開口へ進入する。
　また、素子搭載部にリードが埋入されることから、リードを確実に固定することができ
る。また、リードの埋入部を利用して、素子搭載部を透過した光を反射させるとともに、
発光素子にて生じた熱を逃がすことができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
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